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（補足資料） 

 

介護等体験の実施に係る留意事項【社会福祉施設等用】 

 

１ 実施要綱「８－（４）介護等体験の日程変更等」について 

（１）社会福祉施設等の都合により日程変更の希望がある場合は、大学等へ直接連絡し、

体験日の調整を行ってください。調整の完了後、「介護等体験（辞退・変更）届」 

（様式４－①）を大学等へ、写しを石川県社会福祉協議会へ提出してください。 

（２）社会福祉施設等が休止等の理由で受け入れが困難となった場合は、大学等へ直接 

連絡してください。その後、「介護等体験（辞退・変更）届」（様式４－①）を大学等

へ、写しを石川県社会福祉協議会へ提出してください。 

   連絡を受けた石川県社会福祉協議会は、新たな受入先の調整を行います。 

 

２ 実施要綱「８－（５）証明書の発行」について 

（１）証明書の「施設の長の名及び印」欄の記入については、石川県教育委員会から県内

の大学等に対して、次のように指導が行なわれておりますので、発行される際には 

ご留意願います。 

① 施設長名のみではなく、必ず役職名も併せて記載してもらうこと。 

② 「印」については、原則として公印とする。ただし、施設によっては公印のない

ところもあり、その場合は、施設長の私印とすること。 

 

３ 実施要綱の「８－（６）介護等体験終了報告書の提出」について 

（１）体験終了後、「介護等体験終了報告書」（様式５－①、５－②）を下記の期日までに

提出してください。 

（２）報告書に基づき、社会福祉施設等への介護等体験に要する費用として、学生１人に

つき１日１，０００円を石川県社会福祉協議会から社会福祉施設等が指定する金融 

機関口座に振り込みます。 

体験月 報告期日 支払予定日 

７月～１０月 １１月６日締切 １１月末 

１１月～ ２月 ３月３日締切 ３月末 

   ※体験最終日の属する月を体験月とします。 

   ※支払期日が金融機関の休業日となる場合は、その前営業日とします。 

 

４ 実施要綱「９－（５）社会福祉施設等への事前連絡」について 

（１）学生より体験先の社会福祉施設等あてに、事前に「事前連絡票（プロフィール）」 

（様式３）の提出があります。 

遅くとも、体験２週間前までには提出されますので、受入の準備や体験プログラム

を作成する参考資料として活用してください。 
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５ 実施要綱「９－（６）介護等体験申込書提出後の辞退及び体験する社会福祉施設等が

決定した後の変更」について 

（１）原則として辞退及び変更は認めません。 

（２）ただし、学生よりやむを得ない理由により、辞退・変更の申し出があった場合は、

社会福祉施設等と大学等で直接体験日等を調整してください。 

なお、調整後に大学等より「介護等体験（辞退・変更）届」（様式４－②）が提出 

されます。 

（３）他の日に体験日を変更する場合は、５日間の体験となるように調整してください。 

 

６ 介護等体験の中止について 

（１）「介護等体験の円滑な実施について」（平成１２年１２月１４日 １２教第１０の 

１号 各国公私立大学長等あて 文部省教育助成局教職員課長）に、「介護等体験中の

学生の態度に著しい問題があり、施設利用者に不利益を与えるおそれがある場合には、

当然学生の介護等体験を中止することもあり得ること」と明記されており、体験時の

状況等により、途中で中止させることができます。 

（２）施設長の判断により、介護等体験を中止した場合は、必ず大学等の担当者へ連絡し、

今後の対応等について調整してください。 

（３）体験日直前（正式に辞退手続きが完了しない場合）または体験期間中に学生側の 

都合（学生の態度に著しい問題があり中止となった場合等を含む）により中止と 

なった場合には、体験が終了していない場合であっても、原則、社会福祉施設等には

５日分の体験費用を振込みます（ただし、学生等の状況を考慮し、体験費用の振込み

を行わない場合もありますのでご了承ください）。 
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